
（アウトプット指標による目標）

（アウトカム指標による目標）

事業番号 208

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート（内閣府、金融庁、総務省、経済産業省）

対策の柱立て（大区分）
Ⅱ．成長による富の創出
Ⅲ．暮らしの安心・地域活性化（再掲）

担当部局
内閣府　政策統括官
経済財政運営担当

対策の柱立て（中区分）
２．中小企業・小規模事業者・農林水産業対策
２．地域の特色を活かした地域活性化（再掲）

対策の柱立て（小区分①）
（１）中小企業・小規模事業者対策
（３）農業の体質強化など地域の特色を生かした地域経済の活性化と住み
よい地域の構築の加速（再掲） 担当課 地域経済活性化支援機構担当室

対策の柱立て（小区分②）
②経営改善・事業再生支援、資金繰り支援

アウトプット指標（進捗指標）

アウトカム指標（効果指標）

事業の進捗状況

予算の執行状況

（進捗実績、
今後のスケジュール）

執行早期化のために
講じている工夫

・ 主務大臣として機構における適切な業務運営が図られるよう監督・指導を行うとともに、機構の行う業務に関する周知・広
報活動を強化

・ 国から地域経済活性化支援機構に対する出資（30億円）を年度内に速やかに執行し、新たな業務を開始

・ 事業再生ファンドや地域活性化ファンドに対して民間金融機関と共に専門家の派遣及び出資を行うことにより、地域におけ
る再生現場や地域活性化の担い手の支援能力の向上を図る。

・ ①当機構が民間金融機関等と共同して設立するもの、②民間独自で設立されるものを含め、事業再生ファンド又は地域活
性化ファンドが全国４７都道府県をカバーするよう設立されることを目指す。

・ 予算の積算上は、事業再生ファンドを２０（全国１０ブロックに２ずつ）、地域活性化ファンドを４７（各県１ずつ）設立すること
を目安に計算している。ただし、実際の執行にあたっては、本施策が民間の取組みを補完しつつ、地域の力を活用して進め
るものであることを踏まえ、各地域の実情に最も即した形（規模、個数）となるようにする。

事業に関するURL
（事業実施場所、補助先等）

対策における施策の名称

事業の内容
（予算については、
予算の使途及び

予算を交付等する対象者
を明記）

・ 内閣府から預金保険機構を通じて、地域経済活性化支援機構へ出資を行う。
・ 地域経済活性化支援機構は、各地域の事業再生ファンドや地域活性化ファンドに対して、民間金融機関等と共に専門家
の派遣及び出資を行う。これにより、地域の再生現場等の担い手の支援能力の向上を図る。

企業再生支援機構を抜本的に改組し、事業再生ファンド・地域活性化ファンド等に対する専門家の派遣や出資等による地域の再生現場の強化や地域
活性化に資する支援を行うための機能強化を図り、「地域経済活性化支援機構」（仮称）とする

（事業名） 「地域経済活性化支援機構」の設立 新規/既存 ■新規　　　□既存

実施方法 　□直接実施　　　□委託・請負　　　□補助金　　　□負担金　　　□交付金　　　□貸付金　　　■その他（出資金）

平成24年度補正予算額

http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h24/yosan_h24_1.pdf
http://www.cao.go.jp/houan/183/index.html

30億円
一般会計/特別会計

（特会の場合には名称も記
載）

　　　一般会計

25年2月26日       法案成立 

  

25年3月18日          関係法令等の施行 

           

               地域経済活性化支援機構に対する出資    

           

               機構の新規業務開始 

国 

預金保険機構 

㈱ 地域経済活性化支援機構 

【予算執行状況 進捗ステップのイメージ図】 

 出資（3/18実施済） 

出資（3/18実施済） 

地域活性化ファンド・事業再生ファンド 

専門家派遣・出資（未実施） 

【事業の進捗状況】 

http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h24/yosan_h24_1.pdfhttp:/www.cao.go.jp/houan/183/index.html
http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h24/yosan_h24_1.pdfhttp:/www.cao.go.jp/houan/183/index.html

